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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｂモード画像の走査範囲を分割して得られる複数の走査領域に亘って各走査領域ごとに
Ｂモード画像用の送受信を実行し、前記走査範囲内に設定される関心領域を対象としてカ
ラーフロー用の送受信を実行するにあたり、前記各走査領域ごとの送受信と前記関心領域
を対象とした送受信を交互に繰り返す分割送受信を実行する送受信部と、
　前記複数の走査領域で構成される前記走査範囲から得られる受信情報に基づくＢモード
画像上に、前記関心領域から得られる受信情報に基づく速度情報を示したカラーフロー画
像を形成する画像形成部と、
　前記カラーフロー画像において要求される要求速度情報に基づいて前記分割送受信の送
受信条件を決定し、決定された送受信条件に従って前記送受信部による前記分割送受信を
制御する制御部と、
　を有し、
　前記カラーフロー画像において実現可能な限界速度情報に基づいて前記分割送受信の初
期条件が決定され、
　前記制御部は、前記限界速度情報に基づいて決定された初期条件を維持しつつ、前記要
求速度情報に基づいて前記分割送受信の送受信条件を決定する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の超音波診断装置において、
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　前記分割送受信の初期条件には、前記Ｂモード画像の走査範囲を複数の走査領域に分割
する場合の分割数と、各走査領域における超音波ビームのビーム本数と、が含まれ、
　前記制御部は、前記限界速度情報に基づいて決定された前記分割数と前記ビーム本数の
少なくとも一方を維持しつつ、前記要求速度情報に基づいて前記分割送受信の送受信条件
を決定する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の超音波診断装置において、
　前記分割送受信の送受信条件には、前記各走査領域ごとの送受信と前記関心領域を対象
とした送受信との間に設けられるダミー期間の長さが含まれ、
　前記制御部は、前記限界速度情報に基づいて決定された前記分割数と前記ビーム本数の
少なくとも一方を維持しつつ、前記要求速度情報に基づいて前記ダミー期間の長さを決定
する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波診断装置に関し、特にカラーフロー画像を形成する超音波診断装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、超音波を送受することにより得られた受信信号に基づいて超音波画
像を形成して表示する装置である。超音波画像としては、例えばＢモード画像などが良く
知られている。また、超音波を送受することにより得られる受信信号に基づいて、生体内
の血流などの運動体から得られる速度情報を表示する装置も知られている。例えば、特許
文献１，２には、超音波を利用して生体内から得られるドプラ情報に基づいて運動体の速
度情報を２次元的に可視化するカラーフロー画像（カラードプラ画像）に係る技術が開示
されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－４２８２３号公報
【特許文献２】特開平４－１７０９４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　カラーフロー画像を得る際には、Ｂモード画像用の送受信とカラーフロー用の送受信が
実行される。そして、Ｂモード画像用の送受信により得られる受信情報に基づくＢモード
画像上に、カラーフロー用の送受信により得られる受信情報に基づく速度情報を色で表現
することによりカラーフロー画像が形成される。
【０００５】
　カラーフロー画像を利用することにより、医師や検査技師などのユーザは、Ｂモード画
像上にカラー（色）で表現される速度情報から、生体内における血流などの運動体の状態
を診断することが可能になる。例えば、Ｂモード画像として映し出される組織の断層像か
ら診断対象部位の位置などが確認され、その診断対象部位内における血流などの運動状態
が診断される。
【０００６】
　一般に、カラーフロー画像を利用した診断においては、診断対象部位内における血流な
どの運動状態が診断の中心となり、Ｂモード画像として映し出される組織の断層像は診断
対象部位の位置などを把握するための情報となる。つまり、カラーフロー画像において、
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背景に映し出されるＢモード画像は、血流などの運動状態を診断するにあたっての補助的
な情報となるのが一般的である。
【０００７】
　本発明の目的は、カラーフロー画像を得るための超音波の送受信制御に係る改良技術を
提供することにある。例えば、上述した事情に鑑み、Ｂモード画像用の送受信よりもカラ
ーフロー用の送受信を優先した制御を提供できることが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的にかなう好適な超音波診断装置は、Ｂモード画像の走査範囲を分割して得られ
る複数の走査領域に亘って各走査領域ごとにＢモード画像用の送受信を実行し、前記走査
範囲内に設定される関心領域を対象としてカラーフロー用の送受信を実行するにあたり、
前記各走査領域ごとの送受信と前記関心領域を対象とした送受信を交互に繰り返す分割送
受信を実行する送受信部と、前記複数の走査領域で構成される前記走査範囲から得られる
受信情報に基づくＢモード画像上に、前記関心領域から得られる受信情報に基づく速度情
報を示したカラーフロー画像を形成する画像形成部と、前記カラーフロー画像において要
求される要求速度情報に基づいて前記分割送受信の送受信条件を決定し、決定された送受
信条件に従って前記送受信部による前記分割送受信を制御する制御部と、を有することを
特徴とする。
【０００９】
　上記構成の装置では、カラーフロー画像において要求される要求速度情報に基づいて分
割送受信の送受信条件が決定され、決定された送受信条件に従って分割送受信が制御され
る。例えば、カラーフロー画像において要求される最高速度が診断可能なようにＢモード
画像用の送受信を含む分割送受信が制御される。このように、上記構成の装置によれば、
例えば、Ｂモード画像用の送受信よりもカラーフロー用の送受信を優先した制御が実現さ
れる。
【００１０】
　望ましい具体例において、前記カラーフロー画像において実現可能な限界速度情報に基
づいて前記分割送受信の初期条件が決定され、前記制御部は、前記限界速度情報に基づい
て決定された初期条件を維持しつつ、前記要求速度情報に基づいて前記分割送受信の送受
信条件を決定することを特徴とする。
【００１１】
　望ましい具体例において、前記分割送受信の初期条件には、前記Ｂモード画像の走査範
囲を複数の走査領域に分割する場合の分割数と、各走査領域における超音波ビームのビー
ム本数と、が含まれ、前記制御部は、前記限界速度情報に基づいて決定された前記分割数
と前記ビーム本数の少なくとも一方を維持しつつ、前記要求速度情報に基づいて前記分割
送受信の送受信条件を決定することを特徴とする。
【００１２】
　望ましい具体例において、前記分割送受信の送受信条件には、前記各走査領域ごとの送
受信と前記関心領域を対象とした送受信との間に設けられるダミー期間の長さが含まれ、
前記制御部は、前記限界速度情報に基づいて決定された前記分割数と前記ビーム本数の少
なくとも一方を維持しつつ、前記要求速度情報に基づいて前記ダミー期間の長さを決定す
ることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明により、カラーフロー画像を得るための超音波の送受信制御に係る改良技術が提
供される。例えば、本発明の好適な態様によれば、Ｂモード画像用の送受信よりもカラー
フロー用の送受信を優先した制御が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施において好適な超音波診断装置の具体例を示す図である。
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【図２】図１の超音波診断装置による超音波の送受信に係る具体例を説明するための図で
ある。
【図３】カラーフロー用の送受信におけるフレームレートと各走査領域ごとの送受信時間
との関係を説明するための図である。
【図４】分割送受信の初期条件と送受信条件の具体例を説明するための図である。
【図５】分割送受信により得られたカラーフロー画像の表示例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図１は、本発明の実施において好適な超音波診断装置の具体例を示す図である。プロー
ブ１０は、超音波を送受する超音波探触子であり、被検体（生体）内の診断対象を含む診
断領域で超音波ビームを走査する。図１に示す具体例において、プローブ１０としては、
例えば、セクタ走査型プローブやコンベックス走査型プローブなどが好適であるものの、
リニア走査型プローブなどが利用されてもよい。
【００１６】
　送受信部１２は、プローブ１０が備える複数の振動素子を送信制御して送信ビームを形
成し、送信ビームを診断領域内で走査する。また、送受信部１２は、複数の振動素子から
得られる複数の受信信号を整相加算処理して受信ビームを形成し、診断領域内の全域から
受信信号を収集する。つまり、送受信部１２は、送信ビームフォーマと受信ビームフォー
マの機能を備えている。
【００１７】
　断層画像形成部２０は、診断領域内から収集される受信信号に基づいて、診断領域のＢ
モード画像（断層画像）の画像データを形成する。例えば、診断対象となる肝臓などの組
織に関する断層画像の画像データが形成される。
【００１８】
　ドプラ処理部３０は、診断領域内から収集される受信信号からドプラ情報を得る。ドプ
ラ処理部３０は、例えば公知のドプラ処理により、血流などの運動体から得られる超音波
の受信信号内に生じるドプラシフトを計測し、血流などの運動体についての超音波ビーム
方向のドプラデータ（ビーム方向のドプラ成分）を得る。
【００１９】
　ＣＦ（カラーフロー）画像形成部４０は、断層画像形成部２０において形成されたＢモ
ード画像上に、ドプラ処理部３０から得られるドプラ情報（ドプラデータ）に基づく速度
情報を示したカラーフロー画像の画像データを形成する。ＣＦ画像形成部４０は、例えば
診断領域の断層画像内（例えば血流内）の各点における速度を色等によって表現した公知
のカラーフロー画像（カラードプラ画像）の画像データを形成する。
【００２０】
　表示処理部５０は、断層画像形成部２０から得られる断層画像（Ｂモード画像）の画像
データと、ＣＦ画像形成部４０から得られるカラーフロー画像の画像データに基づいて、
表示画像を形成する。形成された表示画像は表示部５２に表示される。
【００２１】
　制御部１００は、図１の超音波診断装置内を全体的に制御する。制御部１００による全
体的な制御には、操作デバイス６０を介して医師や検査技師などのユーザから受け付けた
指示も反映される。
【００２２】
　図１に示す構成（符号を付した各部）のうち、送受信部１２，断層画像形成部２０，ド
プラ処理部３０，ＣＦ画像形成部４０，表示処理部５０の各部は、例えば電気電子回路や
プロセッサ等のハードウェアを利用して実現することができ、その実現において必要に応
じてメモリ等のデバイスが利用されてもよい。また上記各部に対応した機能の少なくとも
一部がコンピュータにより実現されてもよい。つまり、上記各部に対応した機能の少なく
とも一部が、ＣＰＵやプロセッサやメモリ等のハードウェアと、ＣＰＵやプロセッサの動
作を規定するソフトウェア（プログラム）との協働により実現されてもよい。
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【００２３】
　表示部５２の好適な具体例は、液晶ディスプレイや有機ＥＬ（エレクトロルミネッセン
ス）ディスプレイ等であり、操作デバイス６０は、例えば、マウス、キーボード、トラッ
クボール、タッチパネル、その他のスイッチ類等のうちの少なくとも一つにより実現でき
る。そして制御部１００は、例えば、ＣＰＵやプロセッサやメモリ等のハードウェアと、
ＣＰＵやプロセッサの動作を規定するソフトウェア（プログラム）との協働により実現す
ることができる。
【００２４】
　図１の超音波診断装置の全体構成は以上のとおりである。次に、図１の超音波診断装置
により実現される処理と機能について詳述する。なお、図１に示した構成（部分）につい
ては以下の説明において図１の符号を利用する。
【００２５】
　図２は、図１の超音波診断装置による超音波の送受信に係る具体例を説明するための図
である。図２には、Ｂモード画像用の走査範囲ＢＡと、ＣＦ（カラーフロー）用の関心領
域ＲＯＩの具体例が図示されている。図２に示す具体例おいて、Ｂモード画像用の走査範
囲ＢＡは実線で囲まれた扇型の領域であり、その走査範囲ＢＡ内にＣＦ用の関心領域ＲＯ
Ｉが設定される。なお、走査範囲ＢＡの全域が関心領域ＲＯＩとされてもよい。
【００２６】
　送受信部１２は、走査範囲ＢＡ内で超音波ビーム（送信ビームと受信ビーム）を走査し
てＢモード画像用の送受信を実行する。この送受信により走査範囲ＢＡ内から得られる受
信情報（エコーの輝度情報）に基づいて、断層画像形成部２０がＢモード画像（断層画像
）の画像データを形成する。
【００２７】
　また、送受信部１２は、関心領域ＲＯＩ内で超音波ビーム（送信ビームと受信ビーム）
を走査してカラーフロー用の送受信を実行する。この送受信により関心領域ＲＯＩ内から
得られる受信情報（ドプラシフト情報）に基づいて、ドプラ処理部３０が血流などの運動
体についての速度情報を得る。
【００２８】
　そして、ＣＦ画像形成部４０は、走査範囲ＢＡに対応したＢモード画像上に、関心領域
ＲＯＩ内における速度情報を示したカラーフロー画像の画像データを形成する。
【００２９】
　カラーフロー画像の画像データを形成するカラーフローモードにおいて、送受信部１２
は以下に説明する分割送受信を実行する。分割送受信において、Ｂモード画像の走査範囲
ＢＡは複数の走査領域に分割される。送受信部１２は複数の走査領域に亘って各走査領域
ごとにＢモード画像用の送受信を実行する。
【００３０】
　例えば、図２に示す具体例のように、走査範囲ＢＡが複数の走査領域（１）～（１０）
に分割される。走査範囲ＢＡの全域に亘って走査される送信ビームの本数が１００本であ
れば、各走査領域（１）～（１０）が１０本の送信ビームで構成されるように、走査範囲
ＢＡが複数の走査領域（１）～（１０）に分割される。
【００３１】
　一方、ＣＦモードの関心領域ＲＯＩは分割されない。カラーフロー画像の形成において
は、関心領域ＲＯＩ内を通る複数ビームに対応した複数ビームアドレスの各ビームアドレ
スごとに、複数回に亘って超音波ビームの形成が繰り返され、各ビームアドレスごとに複
数回に亘って受信信号が収集される。その収集においては、例えば特許文献１（特開２０
１４－４２８２３号公報）などに説明される公知の高フレームレート法が利用される。
【００３２】
　高フレームレート法では、例えば、関心領域ＲＯＩ内を対象とする複数フレームに亘る
カラーフロー用の送受信において、各フレームごとに各ビームアドレスにおいて１回の送
受信が実行される。そして、関心領域ＲＯＩ内を通る複数ビームに対応した複数ビームア
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ドレスの各ビームアドレスごとに、複数フレーム（複数回）に亘って超音波ビームの形成
が繰り返され、各ビームアドレスごとに複数フレーム（複数回）に亘って受信信号が収集
される。こうして、関心領域ＲＯＩ内の各位置（ビームアドレスと深さによって特定され
る位置）ごとに、複数フレーム（複数回）に亘って得られる受信情報から、速度情報（ド
プラ情報）が導出される。
【００３３】
　したがって、高フレームレート法では、カラーフロー用の送受信におけるフレームレー
ト（フレーム周波数）がドプラ計測におけるパルス繰り返し周波数（ＰＲＦ）となる。ド
プラ計測におけるパルス繰り返し周波数（ＰＲＦ）と折り返し現象なしで検出できる最大
ドプラシフト周波数（Ｆｄ）との間には、Ｆｄ＝ＰＲＦ／２の関係がある。つまり、折り
返し現象なしで検出できるドプラ周波数の範囲は±ＰＲＦ／２となる。
【００３４】
　送受信部１２は、高フレームレート法を利用しつつ分割送受信を実行する。つまり、送
受信部１２は、Ｂモード画像用の走査範囲ＢＡを構成する各走査領域ごとの送受信と、カ
ラーフロー用の関心領域ＲＯＩを対象とした送受信を交互に繰り返す分割送受信を実行す
る。
【００３５】
　例えば、図２に示す具体例において、関心領域ＲＯＩの第１フレーム（Ｆ１）を対象と
するカラーフロー用の送受信が実行された後に、走査領域（１）を対象とするＢモード画
像用の送受信が実行される。続いて、関心領域ＲＯＩの第２フレーム（Ｆ２）を対象とす
るカラーフロー用の送受信が実行された後に、走査領域（２）を対象とするＢモード画像
用の送受信が実行される。さらに、関心領域ＲＯＩの第３フレーム（Ｆ３）を対象とする
カラーフロー用の送受信が実行された後に、走査領域（３）を対象とするＢモード画像用
の送受信が実行される。第４フレーム（Ｆ４）以降も関心領域ＲＯＩを対象とした送受信
と各走査領域を対象とした送受信が交互に繰り返される。
【００３６】
　こうして、関心領域ＲＯＩの第１フレーム（Ｆ１）から第１０フレーム（Ｆ１０）を対
象としたカラーフロー用の送受信と、走査領域（１）～（１０）を対象としたＢモード画
像用の送受信が実行され、Ｂモード画像用の走査範囲ＢＡの全域を構成する受信信号が得
られると、断層画像形成部２０により、Ｂモード画像用の走査範囲ＢＡに対応したＢモー
ド画像の画像データが形成される。さらに、ＣＦ画像形成部４０により、走査範囲ＢＡに
対応したＢモード画像上に、関心領域ＲＯＩ内における速度情報を示したカラーフロー画
像の画像データが形成される。
【００３７】
　その後も分割送受信が実行される。例えば、図２に示す具体例において、関心領域ＲＯ
Ｉの第１０フレーム（Ｆ１０）を対象とするカラーフロー用の送受信と走査領域（１０）
を対象とするＢモード画像用の送受信が実行されると、さらに、関心領域ＲＯＩの第１１
フレーム（Ｆ１１）を対象とするカラーフロー用の送受信が実行された後に、走査領域（
１）を対象とするＢモード画像用の送受信が実行される。続いて、関心領域ＲＯＩの第１
２フレーム（Ｆ１２）を対象とするカラーフロー用の送受信が実行された後に、走査領域
（２）を対象とするＢモード画像用の送受信が実行される。こうして、第１３フレーム（
Ｆ１３）以降も関心領域ＲＯＩを対象とした送受信と各走査領域を対象とした送受信が交
互に繰り返される。
【００３８】
　第１１フレーム（Ｆ１１）以降は、新たに送受信が実行された各走査領域内のＢモード
画像が部分的に更新される。例えば、第１１フレーム（Ｆ１１）において更新された走査
領域（１）の受信信号と、第２フレーム（Ｆ２）から第１０フレーム（Ｆ１０）までに得
られた走査領域（２）から走査領域（１０）までの受信信号に基づいて、走査範囲ＢＡに
対応したＢモード画像の画像データが形成される。第１２フレーム（Ｆ１２）以降も新た
に送受信が実行された各走査領域内のＢモード画像が部分的に更新される。
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【００３９】
　なお、走査領域の受信信号が更新された場合には、更新された走査領域とそれに隣接す
る走査領域との間において受信信号に対してスムージング処理等を施すことが望ましい。
例えば、第１１フレーム（Ｆ１１）において走査領域（１）の受信信号が更新された場合
に、走査領域（１）の受信信号と、第２フレーム（Ｆ２）において既に得られている走査
領域（２）の受信信号との間に比較的大きな時間差が生じる。そこで、走査領域（１）と
走査領域（２）との間（特に境界付近）において受信信号に対してスムージング処理等を
施すことが望ましい。
【００４０】
　以上に説明したように、図１の超音波診断装置は、高フレームレート法において分割送
受信を実行する。高フレームレート法では、カラーフロー用の送受信におけるフレームレ
ート（フレーム周波数）がドプラ計測におけるパルス繰り返し周波数（ＰＲＦ）となる。
ドプラ計測におけるパルス繰り返し周波数（ＰＲＦ）と折り返し現象なしで検出できる最
大ドプラシフト周波数（Ｆｄ）との間には、Ｆｄ＝ＰＲＦ／２の関係がある。つまり、折
り返し現象なしで検出できるドプラ周波数の範囲は±ＰＲＦ／２となる。
【００４１】
　そこで、制御部１００は、カラーフロー画像において要求される速度情報である要求最
高速度（例えば診断対象や診断用途などに応じてユーザが設定する）を折り返し現象なし
で検出できるように、ドプラ計測におけるパルス繰り返し周波数（ＰＲＦ）、つまりカラ
ーフロー用の送受信におけるフレームレートＦＲ（フレーム周波数）を決定する。折り返
し現象なしで検出できるドプラ周波数の範囲は±ＰＲＦ／２である。制御部１００は、要
求最高速度に対応したドプラシフト周波数がＦｄｄである場合に、ＰＲＦ＝２×Ｆｄｄと
し、カラーフロー用の送受信におけるフレームレートＦＲをＦＲ＝ＰＲＦ＝２×Ｆｄｄと
する。
【００４２】
　さらに、制御部１００は、カラーフロー用の送受信におけるフレームレートＦＲがＦＲ
＝２×Ｆｄｄとなるように、分割送受信の送受信条件を決定する。各走査領域ごとの送受
信と関心領域ＲＯＩを対象とした送受信を交互に繰り返す分割送受信では、各走査領域ご
との送受信時間に応じて、カラーフロー用の関心領域ＲＯＩを対象とした送受信のフレー
ムレートが変動する。そこで、制御部１００は、要求最高速度に対応したドプラシフト周
波数がＦｄｄである場合に、カラーフロー用の送受信におけるフレームレートＦＲがＦＲ
＝２×Ｆｄｄとなるように、各走査領域ごとの送受信時間を決定する。
【００４３】
　図３は、カラーフロー用の送受信におけるフレームレートと各走査領域ごとの送受信時
間との関係を説明するための図である。図３には、図２を利用して説明した分割送受信に
対応した送受信シーケンスの具体例が図示されている。
【００４４】
　図３（Ａ）に示すように、分割送受信では、各走査領域ごとの送受信と関心領域ＲＯＩ
を対象とした送受信が交互に繰り返される。つまり、関心領域ＲＯＩの第１フレーム（Ｆ
１）を対象とするカラーフロー用の送受信が実行された後に、走査領域（１）を対象とす
るＢモード画像用の送受信が実行され、続いて、関心領域ＲＯＩの第２フレーム（Ｆ２）
を対象とするカラーフロー用の送受信が実行された後に、走査領域（２）を対象とするＢ
モード画像用の送受信が実行される。第３フレーム（Ｆ３）以降も、各走査領域ごとの送
受信と関心領域ＲＯＩを対象とした送受信が交互に繰り返される。
【００４５】
　制御部１００は、要求最高速度に対応したドプラシフト周波数がＦｄｄである場合に、
カラーフロー用の送受信におけるフレームレートＦＲがＦＲ＝２×Ｆｄｄとなるように、
各走査領域ごとの送受信時間を決定する。例えば、関心領域ＲＯＩの各フレームごとの送
受信時間と各走査領域ごとの送受信時間の合計時間であるパルス繰り返し期間ＰＲＴがＰ
ＲＴ＝１／ＦＲ（ＦＲ＝２×Ｆｄｄ）となるように、各走査領域ごとの送受信時間が調整
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される。
【００４６】
　なお、関心領域ＲＯＩの各フレームごとの送受信時間は、関心領域ＲＯＩの大きさ（ビ
ーム本数）や深さ（関心領域ＲＯＩの下限位置）などによって変化する。カラーフローモ
ードでは、例えば、医師や検査技師などのユーザにより、診断対象や診断用途などに応じ
て関心領域ＲＯＩの大きさや深さなどが設定される。そのため、例えば、ユーザによるこ
れらの設定を優先的に維持して関心領域ＲＯＩの各フレームごとの送受信時間は固定とし
つつ、各走査領域ごとの送受信時間のみを調整してパルス繰り返し期間ＰＲＴを設定する
ことが望ましい。
【００４７】
　また、Ｂモード画像用の走査範囲ＢＡ全域の全ビーム本数と各ビームの表示深度（各ビ
ームごとの送受信時間）が既知であれば、各走査領域ごとの送受信時間から各走査領域ご
とのビーム本数が決定されてもよい。さらに、各走査領域ごとのビーム本数と走査範囲Ｂ
Ａ全域の全ビーム本数から、複数の走査領域の領域数（分割数）が決定されてもよい。
【００４８】
　また、折り返し現象なしで検出できるドプラ周波数の範囲±ＰＲＦ／２が変動しないよ
うに、パルス繰り返し期間ＰＲＴは、複数フレームに亘って一定であることが望ましい。
そこで、関心領域ＲＯＩの各フレームごとの送受信時間と各走査領域ごとの送受信時間の
合計時間が一定とならない場合に、関心領域ＲＯＩの各フレームごとの送受信と各走査領
域ごとの送受信との間にダミー期間を設けて、関心領域ＲＯＩの各フレームごとの送受信
時間と各走査領域の送受信時間とダミー期間の合計の時間長が、複数の走査領域に亘って
一定となるように調整することが望ましい。
【００４９】
　図３（Ｂ）には、ダミー期間の具体例が図示されている。図３（Ｂ）に示す具体例では
関心領域ＲＯＩの第１０フレーム（Ｆ１０）を対象とするカラーフロー用の送受信と走査
領域（１０）を対象とするＢモード画像用の送受信が実行された直後にダミー期間が設け
られている。なお、関心領域ＲＯＩの第１０フレーム（Ｆ１０）を対象とするカラーフロ
ー用の送受信と走査領域（１０）を対象とするＢモード画像用の送受信の間にダミー期間
が設けられてもよい。
【００５０】
　例えば走査領域（１）～（９）まで各走査領域ごとに同じビーム本数で分割が行われ、
走査領域（１０）のみが他の走査領域よりもビーム本数が少ない場合に、図３（Ｂ）に示
す具体例のように、走査領域（１０）を対象とするＢモード画像用の送受信が実行された
直後（又は直前）にダミー期間が設けられ、関心領域ＲＯＩの各フレームごとの送受信時
間と各走査領域ごとの送受信時間とダミー期間の合計時間が、複数の走査領域に亘って一
定となるように調整される。これにより、折り返し現象なしで検出できるドプラ周波数の
範囲±ＰＲＦ／２が変動しないように、つまり、折り返し現象なしで検出できる最高速度
を変動させずに、カラーフロー画像を形成することが可能になる。
【００５１】
　さらに、制御部１００は、図１の超音波診断装置によるカラーフロー画像の形成におい
て実現可能な限界速度情報に基づいて分割送受信の初期条件を決定することが望ましい。
例えば、制御部１００は、カラーフロー画像において実現可能な限界速度情報の具体例で
ある限界最高速度を折り返し現象なしで検出できるように、ドプラ計測におけるパルス繰
り返し周波数（ＰＲＦ）、つまりカラーフロー用の送受信におけるフレームレートＦＲ（
フレーム周波数）を決定する。折り返し現象なしで検出できるドプラ周波数の範囲は±Ｐ
ＲＦ／２である。そこで、限界最高速度に対応したドプラシフト周波数がＦｄｍａｘであ
る場合に、制御部１００は、ＰＲＦ＝２×Ｆｄｍａｘとし、カラーフロー用の送受信にお
けるフレームレートＦＲをＦＲ＝ＰＲＦ＝２×Ｆｄｍａｘとして、分割送受信の初期条件
を決定する。
【００５２】
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　限界最高速度は図１の超音波診断装置において実現可能な最高速度であるため、カラー
フロー画像において要求される要求最高速度は限界最高速度以下に制限される。制御部１
００は、限界最高速度に基づいて決定された初期条件を維持しつつ、要求最高速度に応じ
た分割送受信の送受信条件を決定する。
【００５３】
　図４は、分割送受信の初期条件と送受信条件の具体例を説明するための図である。図４
には図２を利用して説明した分割送受信に対応した送受信シーケンスが図示されている。
【００５４】
　図４（Ａ）には、限界最高速度に対応した送受信シーケンスが図示されている。図４（
Ａ）に示すように、分割送受信では、各走査領域ごとの送受信と関心領域ＲＯＩを対象と
した送受信が交互に繰り返される。つまり、関心領域ＲＯＩの第１フレーム（Ｆ１）を対
象とするカラーフロー用の送受信と走査領域（１）を対象とするＢモード画像用の送受信
が実行され、続いて、関心領域ＲＯＩの第２フレーム（Ｆ２）を対象とするカラーフロー
用の送受信と走査領域（２）を対象とするＢモード画像用の送受信が実行される。第３フ
レーム（Ｆ３）以降も、各走査領域ごとの送受信と関心領域ＲＯＩを対象とした送受信が
交互に繰り返される。
【００５５】
　制御部１００は、限界最高速度に対応したドプラシフト周波数がＦｄｍａｘである場合
に、カラーフロー用の送受信におけるフレームレートＦＲがＦＲ＝２×Ｆｄｍａｘとなる
ように、分割送受信の初期条件を決定する。例えば、関心領域ＲＯＩの各フレームごとの
送受信時間と各走査領域ごとの送受信時間の合計時間であるパルス繰り返し期間ＰＲＴが
ＰＲＴ＝１／ＦＲ（ＦＲ＝２×Ｆｄｍａｘ）となるように、分割送受信の初期条件が決定
される。
【００５６】
　関心領域ＲＯＩの各フレームごとの送受信時間は、関心領域ＲＯＩの大きさ（ビーム本
数）や深さ（関心領域ＲＯＩの下限位置）などによって変化する。カラーフローモードで
は、例えば、医師や検査技師などのユーザにより、診断対象や診断用途などに応じて関心
領域ＲＯＩの大きさや深さなどが設定される。そのため、ユーザが指定した関心領域ＲＯ
Ｉに係る設定は初期条件として維持することが望ましい。そこで、制御部１００は、Ｂモ
ード画像用の走査範囲ＢＡの分割に関する条件、例えば複数の走査領域に分割する場合の
分割数と各走査領域における超音波ビームのビーム本数などを調整することにより、各走
査領域ごとの送受信時間を調整してパルス繰り返し期間がＰＲＴ＝１／ＦＲ（ＦＲ＝２×
Ｆｄｍａｘ）となるように初期条件を設定する。
【００５７】
　こうして、限界最高速度に基づいて初期条件が決定されると、制御部１００は、限界最
高速度に基づいて決定された初期条件を維持しつつ、要求最高速度に応じた分割送受信の
送受信条件を決定する。
【００５８】
　図４（Ｂ）（Ｃ）には、図４（Ａ）の初期条件を維持しつつ要求最高速度に基づいて分
割送受信の送受信条件を決定する具体例が図示されている。要求最高速度は限界最高速度
以下に制限される。
【００５９】
　制御部１００は、例えば、限界最高速度に基づいて決定された初期条件（例えば複数の
走査領域の分割数と各走査領域における超音波ビームのビーム本数の少なくとも一方）を
維持しつつ、要求最高速度に応じた送受信条件を決定する。
【００６０】
　例えば、各走査領域ごとの送受信と関心領域を対象とした送受信との間にダミー期間が
設けられ、制御部１００は、図４（Ａ）において決定された関心領域ＲＯＩに係る設定と
複数の走査領域に係る設定（分割数と各走査領域のビーム本数を含む）を維持しつつ、要
求最高速度に応じてダミー期間の長さを調整する。
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　例えば図４（Ｂ）に示すように、制御部１００は、要求最高速度に対応したドプラシフ
ト周波数がＦｄｄである場合に、カラーフロー用の送受信におけるフレームレートＦＲが
ＦＲ＝２×Ｆｄｄとなるようにダミー期間の長さを決定する。例えば、関心領域ＲＯＩの
各フレームごとの送受信と各走査領域ごとの送受信については、図４（Ａ）における送受
信と同じ条件が適用され、つまり関心領域ＲＯＩの各フレームごとの送受信時間と各走査
領域ごとの送受信時間は維持され、関心領域ＲＯＩの各フレームごとの送受信時間とダミ
ー期間と各走査領域ごとの送受信時間の合計時間であるパルス繰り返し期間ＰＲＴがＰＲ
Ｔ＝１／ＦＲ（ＦＲ＝２×Ｆｄｄ）となるように、ダミー期間の長さが調整される。
【００６２】
　図４（Ｃ）には、図４（Ｂ）よりも要求最高速度が低い（小さい）場合の具体例が図示
されている。図４（Ｃ）示す具体例においても、制御部１００は、図４（Ａ）で決定され
た関心領域ＲＯＩに係る設定と複数の走査領域に係る設定（分割数と各走査領域のビーム
本数を含む）を維持しつつ、要求最高速度に応じてダミー期間の長さを調整する。図４（
Ｂ）よりも要求最高速度が低いため、図４（Ｃ）においては図４（Ｂ）よりもダミー期間
が長い。
【００６３】
　図４を利用して説明した具体例では、初期条件として決定された関心領域ＲＯＩに係る
設定と複数の走査領域に係る設定（分割数と各走査領域のビーム本数を含む）を維持しつ
つ、ダミー期間の長さを調整することにより、要求最高速度に応じたフレームレートで分
割送受信が実現できる。これにより、例えば、要求最高速度が変化した場合でも、関心領
域ＲＯＩに係る設定と複数の走査領域に係る設定を維持しつつカラーフロー画像を形成す
ることができ、要求最高速度の変化に伴うカラーフロー画像の画質の変化が抑制される。
【００６４】
　図５は、図２の分割送受信により得られたカラーフロー画像の表示例を示す図である。
図２に示す分割送受信では、Ｂモード画像用の走査範囲ＢＡが複数の走査領域（１）～（
１０）に分割される。そこで、表示処理部５０は、例えば図５に示す具体例のように、走
査範囲ＢＡの分割位置、つまり隣接する走査領域同士の境界位置（図２参照）を示す分割
位置マーカＭを付したカラーフロー画像の表示画像を形成してもよい。なお、分割位置マ
ーカＭは、例えばユーザからの指示に応じて表示と非表示を切り替え可能であることが望
ましい。
【００６５】
　以上、本発明の好適な実施形態を説明したが、上述した実施形態は、あらゆる点で単な
る例示にすぎず、本発明の範囲を限定するものではない。本発明は、その本質を逸脱しな
い範囲で各種の変形形態を包含する。
【符号の説明】
【００６６】
　１０　プローブ、１２　送受信部、２０　断層画像形成部、３０　ドプラ処理部、４０
　ＣＦ画像形成部、５０　表示処理部、５２　表示部、６０　操作デバイス、１００　制
御部。
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